
審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 高齢者福祉課 

会 議 名 令和２年度 第２回 諏訪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会 

開催日時 令和２年１２月１６日（水）   １３時３０分 ～ １５時００分 

開催場所 諏訪市役所 大会議室 

出 席 者 

（出席者）                                           （敬称略）

推進委員会 

委員長 松本宙明 副委員長 小澤清一 

委員 笠原健一 蟹江弓子 冨田和彦 今村貴保 三好一二三 神永記男 若尾昌充 

知見寺園子 村田千壽 宮坂正義 武川正 

事務局 

健康福祉部長 関隆雄 

高齢者福祉課長 河西一浩 介護保険係長 徳永理恵 

高齢者福祉係長 有賀恵 同係主査 伊藤雅文 同係主任 両角あずさ  

資   料 

令和２年度 第２回 諏訪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会～次第～ 

諏訪市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素素案） 

事前調査票 ご意見【資料１】 

 

協議議題（内容）及び会議結果 

１ 開 会 （河西課長） 

 

２ あいさつ （松本委員長） 

 

３ 協議事項 

（１）高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素素案）について （事務局：両角） 

 

（２）意見交換 

①緊急時ショートステイについて 

（委員） 

・利用者の体調変化により家族の介護量が増加（夜間排泄、認知症対応等）し、疲

弊する。緊急ショートステイを希望されるが、空きがなく、受入先がない。広域

全施設を探すが、対応できない場合、家族のフォローをしながら家で看てもらう

しかない。日中は主に訪問介護、デイサービスの利用で対応できても夜間が困る。

（委員） 

・日中の緊急ショートステイの依頼は、当施設ではほぼ対応。しかし夜間と週末は

事務員がいないため対応不可。体調不良で病院に救急搬送されたが、入院となら

ず家に帰される場合に緊急ショートステイの相談を受けることが多い。 

 

 

 



②看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について 

（委員） 

・医療依存度の高い人への在宅支援として、細かな対応が可能なのは定期巡回。こ

れが諏訪市では稼働していないことが問題。在宅生活を支えるために看護小規模

多機能・定期巡回の活用が課題。 

（委員長） 

・緊急時のバックアップ体制の構築、サービスの基盤の充実が大切。計画の内容に

位置付け、事業者を募る。夜中の急変に対応できる体制は医療の部分も含め引き

続き検討が必要。 

（事務局） 

・高齢者の介護現場にも緊急時対応のベッド確保が非常に必要と受け止めた。「研

究・検討する」という一文を施策に加えたい。 

 

③介護人材の確保・育成について 

（委員） 

・各事業所給料は違うが、これは介護報酬で賄われる。介護報酬が上がらないと給

与体制は維持できない。職員のニーズ対応ができるよう努力したい。 

（委員） 

・マンパワーは介護保険による介護職員の処遇改善が図られない限り職員の離職は

防げない。 

（委員長） 

・事前調査票の意見に「シフト管理・勤怠管理アプリの導入」の助成や介護現場で

働いている人の声を広報や新聞で定期的に取り上げる等ご意見がある。介護職の

魅力をPRできると良い。 

（委員） 

・福祉養成校への進学は、全国的にも定員の４割以下。中学や高校性が少しでも興

味が抱けるよう現場や学校の連携も必要。アプリやZOOMでのオンライン職場説

明会を開催し、学生が仕事のイメージをつかむための工夫をし、若い人が医療や

介護の現場の興味を持ってもらうことが必要。 

・学生の実習先である市内の介護施設と連携を図り、学生の進路選択になっている。

 

④高齢者の社会参加・支援の担い手 

（委員） 

・ゴミ捨てに困っている人に対し、どうすれば自分でゴミ捨てができるかアドバイ

スする。高齢者は自分でできることが嬉しく、自信となる。できないことを介護

保険で全て行うのではなく、できないことを見極め、支援する。 

 

⑤家族介護支援 

（委員） 

・家族が介護を人任せにし、家族も本人も簡単に「施設入所」と言う。家族と本人

がよく相談し、施設入所を決めてほしい。介護支援専門員のアセスメント力向上

も必要。家族へ教育し、在宅生活が継続できる方法を考えないと施設がパンクす

る。 



（事務局） 

・家族介護者への支援として、認知症の方への対応は「認知症ケアパス」にて説明

したり、市社会福祉協議会に委託し、介護教室やリフレッシュ事業を実施。 

（委員） 

・ライフドアすわは相談窓口として年間６０件程度相談を受けている。専門職や事

業所からの相談が主で一般相談は市地域包括と情報共有。 

 

⑥安心カード、老人クラブについて 

（委員） 

・安心カードは６５歳以上独居高齢者だけでは不十分。全家庭、全個人の情報を安

心カードに詰め込むことが有効。 

・老人クラブの加入は遠慮されるが、人と人は支え合わなければ生活できない。何

か魅力ある行事だけでも出席してもらえるよう会の魅力を発信したい。 

 

⑦人とのつながり 

（委員長） 

・人と人との関わりが必要だが、コロナ禍ではできない。情報ツールとしてインタ

ーネットを使ったような情報発信も必要だが、高齢者は使えそうか？ 

（委員） 

・高齢者はインターネットが苦手。ご近所同士支え合い、見守れる地域をつくりた

い。 

（副委員長） 

・民生委員は家の中に入れる人ではない。相談があれば専門機関につなぐパイプ役。

現在訪問を自粛しているため、ご近所のご意見が重要。 

 

⑧保健事業と介護予防 

（委員） 

・オーラルフレイルを周知する。専門職がいないことが課題。 

 

（３）今後のスケジュールについて （事務局説明） 

・パブリックコメントへ提示する内容（素案）について、事務局に一任。 

 

４ その他 

 

５ 閉会 （小澤副委員長） 

 

 


